
令和７年度 

文化芸術振興費補助金 

募 集 案 内  

国際共同製作映画支援事業 

映画による国際文化交流を推進し、我が国の映画の振興に資

するため、国際共同製作による映画の製作活動を支援します。 

―――――――――《補助金交付要望書の提出期間》―――――――― 

令和６年１２月１７日(火) ～ 令和６年１２月２４日(火) 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

令和６年１１月 
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３ バリアフリー字幕・音声ガイド制作費、多言語字幕制作費支援について 

  聴覚及び視覚に障害を持つ方々に、より多くの映画を鑑賞していただく場を提供するため、

バリアフリー字幕及び音声ガイド制作に対して、また、日本映画の国内外への発信及び訪日

外国人等への鑑賞機会の拡充を図ることを目的に多言語字幕制作に対して、実費（ただし、

それぞれ上限は１００万円）を交付します。（上記補助金の額に加算して交付します。） 

これらの制作費を申請する団体は、収支予算積算内訳に明記の上、交付を受けようとする

補助金の額に加算して申請してください。 

４  補助の対象となる者 

映画の製作活動を行うことを主たる目的とする我が国の団体で、次の（資格要件）（１）

又は（２）のいずれかに該当し、かつ、以下の（実績要件）を満たすものとします。 

（資格要件） 

（１）法人格を有する団体

（２）法人格を有しないが、以下ア～オの要件をすべて満たしている団体

ア 定款に類する規約等を有し、次のイ～エについて明記されていること

イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること

ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること

エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること

オ 企業会計原則等に基づいた財務諸表又はこれに類する書類（収支予算書及び決算

書等）を作成していること

※ 「映画の製作活動を行うことを主たる目的とする我が国の団体」であるためには、団

体の定款・規約等において、事業目的等として映画の製作活動を行う旨が明記されてい

ることが必要です。

※ 交付を受けようとする映画の製作団体が応募することになります。なお、製作された

映画において、申請団体が「製作」（「制作」を含む。）として明記されることが必要で

す。（「製作協力」のみの表記の場合は応募できません。）

※ 製作委員会を組織している場合は、製作委員会名義での申請はできません。ただし、

その委員会の中核となる団体（総製作費を管理し、製作に係る経理事務や活動を統括す

る等）が、上記の（１）又は（２）のいずれかに該当すれば、その団体の名義をもって

申請することができます。

また、申請時に製作委員会の中核団体である旨を証明する書類（製作委員会組織に当

たり、団体の担当する業務内容が明示された契約書等）の写しを提出していただきます。 

中核団体は作品の完成後５年間帳簿等を保管するものとし、正当な理由なく、帳簿等

が保管されていないことが判明した場合には、交付された補助金の返還を求めることが

あります。

※ なお、現在においては一定の要件を充たす場合は、法人格を有しない団体の応募を

認めておりますが、令和８年度からは、税金を財源とする本補助事業の性質や補助す

る団体には団体運営の安定性・透明性を求めることから、法人格を有すること（非営

利法人を含む）を必須とする予定です。 

3



（実績要件） 

原則として、過去に一般に広く公開（Ｐ．２ 注３参照）された映画を製作した実績

を有する団体であること。 

※映画を製作した実績とは、次のいずれかに該当するものとします。

ａ．交付を受けようとする団体が、映画の製作実績(製作協力や制作を含む）を有す

ること。 

ｂ．団体の代表者、応募しようとする映画の監督又はプロデューサーが、過去に監

督若しくはプロデューサーとして映画を製作した実績を有すること。 

ｃ．共同製作及び製作委員会を構成する団体が、製作団体としての製作実績を有す

ること。 

５ 申請できる活動数 

１団体が応募できる活動数は、１活動とします。 

６ 補助の対象とならない活動 

以下の活動は原則として補助の対象とならず応募できません。 

○ 映画の完成が、募集案内に指定されている完成時期にあてはまらない活動。

（募集案内に指定されている完成時期より前に映画祭等において上映・公開したり、

募集案内に指定されている完成時期より前または後に初号試写を行ったりした作品

については、補助の対象とはなりません。）

○ 商業的、宗教的又は政治的な宣伝意図を有する活動。

○ 文化庁の別の補助金や委託費等が支出される活動、独立行政法人日本芸術文化振興会

の助成金が支出される活動。

（注）企業からの協賛金等や民間の助成団体・地方公共団体からの助成金・補助金等の交

付を受ける活動については補助の対象となりますが、その場合必ず提出書類「資金調

達計画表」内にその旨を記載してください。 
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Agency for Cultural Affairs, Government of Japan
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E-mail media@mext.go.jp 
TEL  
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